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令和５年１１月２８日（火） 午前１０時開会 
 
市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 
 
上入來 幸一（会長） 仮屋 幸孝（会長代理） 弟子丸 宗一（運営委員） 
有村 伊智博   池田 晃     岩元 節朗    上四元 正昭 
園山 一則    豊留 辰男    鳥丸 俊秀    永尾 寛 
中村 秀彦    鳩宿 隆雄    枇榔 稔     福永 大悟 
穂満 和廣    堀之内 薫        本多 剛      
 
園山 一則    豊留 辰男    横峯 明人 
 
 
事務局長  種村 
主 幹   新村 
支局主任  濵畑、陣ケ尾、溝川、山﨑、小山田、小村、児之原、吉永 
専門員   内村、髙山、吉満、渡邉 
主 査   帖地、安樂、上﨑 
主 任   宮元 
主 任   矢崎、米倉、西、平川 
技 師   井手 

 
１ 農地法第３条許可申請に関する件 
２ 農地法第４条許可申請に関する件 
３ 農地法第５条許可申請に関する件 
４ 非農地認定に関する件 
５ 農用地利用集積計画に関する件 
６ 相続税の納税猶予に関する件 
 
１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 
２ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ３ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 
４ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 
５ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 
 ６ 賃借料情報の提供について 
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議    長 

 

 

 

 

桜 島 支 局 

 

 

 

 

議    長 

 

 

 

 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和５年度第８回総会を開催いたしま

す。 

 

まず、事務局より連絡事項があります。 

 

資料の修正をお願いします。 

議題５「農用地利用集積計画に関する件」、議案書２２ページの番号１１につき

まして、３筆とも現況地目を樹園地から畑に修正をお願いいたします。 

以上です。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１６人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、園山委員、豊留委員、横峯委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、岩元委員、弟子丸委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

次に、議事参与の制限についてお知らせします。 

議題２｢農地法第４条許可申請に関する件」につきましては、議事参与の制限と

なっておりますのでよろしくお願いします。 

 

それでは、議題の審議に入って参ります。 
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議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～５ページ １５件 

議    長 それでは、議題１「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請理由：労力不足、新規就農、権利の種別：所有権移転、売買。 

番号２号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

番号３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について、補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、３年以上の耕作経験があることか

ら、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号４号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在、経営農地はありませんが、親の農地の耕作を手伝う等して、

４０年以上の農作業経験があるため、新規就農には該当しません。 

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号６号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

番号７号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号８号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、桜島、５番委員お願いします。 
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５ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１１号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。 

    

１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

番号１３号、労力不足、相手要望、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件につきまして、補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、２５年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、今回の第３条案件の全ては、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１「農地法第３条許可申

請に関する件」１５件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 
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議題２．農地法第４条許可申請に関する件 

６ページ ２件 

議    長 次に、議題２「農地法第４条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、冒頭で申し上げました「議事参与の制限」について再度お知らせいたし

ます。 

６ページ、番号２号につきましては、１１番委員自身の配偶者が、申請人とな

っている案件でございます。 

従いまして、１１番委員におかれましては、農業委員会等に関する法律第３１

条の規定により、議事に参与することができませんので、しばらく離席いただき、

その間に審議し、再び着席していただくことにします。 

 

（１１番委員離席後） 

 

それでは、吉田、４番委員お願いします。 

 

４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、用途・施設：貸資材置場４００．００㎡、転回場４０８．００㎡、

周囲の状況及び被害防除計画：東…水路、西・北…他人田、南…市道、境界…ブ

ロック積、雨水…自然流下。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２「農地法第４条許可申

請に関する件」番号２号につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申

請人に許可書を交付することといたします。 

 

残りの案件の審議に入ります前に、１１番委員におかれましては、ご着席をお

願いします。 

 

（１１番委員着席後） 

 

それでは、審議に戻ります。 

 

それでは、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：貸車両置場４０７．００㎡、周囲の状況及び被害防除

計画：東…市道、西・南…他人田、北…雑種地、境界…コンクリート擁壁、雨水

…自然流下。 

この件に関しまして、補足して説明します。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を平成１５年ごろから車両置場とし

て使用していたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない  

こと、今後は、このようなことのないよう指導いたしました。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、調査員から説明がありました。 

今回の第４条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、第２

種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２．「農地法第４条許可申

請に関する件」１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請人

に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題３．農地法第５条許可申請に関する件 

７ページ～１３ページ ２１件 

議    長 次に、議題３「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、本局、事務局お願いします。 

 

事 務 局 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：クヌギ６０本９８９．００㎡、周囲の状況及び被害防

除計画：東…他人畑、西…受人畑、南…山林、北…市道、境界…土留、雨水…自

洗流下、権利の種別：所有権移転、贈与。 

この件につきまして、補足説明を行います。 

申請地は、転用許可を受けないまますでに植林されていたことから、今回始末

書添付の上、申請するものです。 

申請人には、転用許可を行う場合は農地法の許可を受けなければならないこと、

今後このようなことのないよう指導いたしました。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、新設校舎２棟７１８．６８㎡、既存校舎１４棟４，０５４．００㎡、

プール付属棟３棟９８．９１㎡、プール２面４５０．５０㎡、校庭等 

１２，８４７．３７㎡、東…市道、農道、西…渡人畑、他人畑、私道、宅地、南

…市道、私道、北…農道、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…市道側

溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号３号、駐車場５４．００㎡、東…宅地、西・北…県道、南…市道、境界…

コンクリート擁壁、雨水…自洗流下、賃貸借権。 

この件に関しましては、補足して説明します。 

申請人は、必要な手続きを経ずに、当該地を令和５年から駐車場として使用し

ていたことから、今回始末書添付のうえ申請されたものです。 

代理人を通じて、転用等を行う場合は、農地法の許可を受けなければならない  

こと、今後は、このようなことのないよう指導いたしました。 

番号４号、建売住宅２棟１２２．５５㎡、庭敷地等３４５．４５㎡、東・北…

渡人畑、西…農道、南…宅地、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

番号５号、農業用倉庫１棟４１．４０㎡、通路等５６．６０㎡、東・南…貸人

畑、西…農道、北…雑種地、境界…土留、雨水…自洗流下、使用貸借権。 

番号６号、貸資材置場４００．００㎡、貸車両置場９７４．００㎡、転回場等

３３０．００㎡、東…市道、雑種地、西…宅地、他人畑、南…他人田、北…宅地、

他人田、境界…コンクリート擁壁、雨水…自洗流下、所有権移転、売買。 

番号７号、住家１棟７２．８７㎡、庭敷地等２２０．１３㎡、東…他人田、西

…市道、渡人田、南…渡人田、北…渡人田、雑種地、境界…ブロック積、雨水…

市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号８号、建売住宅１棟７２．７０㎡、庭敷地等１３１．３０㎡、東・南…渡

人田、西…市道、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

番号９号、住家１棟９２．２５㎡、庭敷地等４０６．７５㎡、東…山林、西…

農道、南…渡人畑、北…里道、境界…土留、雨水…里道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、贈与。 

番号１０号、貸駐車場８２７．６６㎡、東…市道、宅地、西…渡人畑、南…里

道、北…宅地、境界…ブロック積、コンクリート擁壁、雨水…自洗流下、所有権

移転、売買。 

番号１１号、住家１棟８７．３６㎡、庭敷地等１２６．６４㎡、東・北…宅地、

西…渡人畑、南…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 
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１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、資材置場１６２．００㎡、駐車場６０．００㎡、転回場等 

４８０．００㎡、東…他人田、西・南…宅地、北…市道、境界…ブロック積、雨

水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１３号、貸駐車場３５０．００㎡、転回場等４１３．００㎡、東・北…他

人田、西・南…宅地、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、貸資材置場２１２．００㎡、転回場等１２２．３４㎡、東…他人

畑、西…雑種地、南…私道、北…宅地、境界…コンクリート擁壁、雨水…自然流

下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、住家１棟６９.５６㎡、庭敷地等９５．４４㎡、東・南…私道、西

…宅地、北…雑種地、境界…ブロック積、雨水…私道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、建売住宅１棟１３９．１２㎡、庭敷地等３２９．８８㎡、東…宅

地、西…宅地、他人畑、南…雑種地、北…里道、境界…ブロック積、雨水…里道

側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。 
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１７号、建売住宅６棟３６１．７３㎡、庭敷地等１，４２６．２７㎡、東

…宅地、西・南…市道、北…水路、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…

合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号１８号、住家１棟８０．１０㎡、庭敷地等２７３．９０㎡、東…水路、西

…他人田、南…貸人田、北…農道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…

合併浄化槽、使用貸借権。 

番号１９号、建売住宅３棟１８９．６２㎡、通路１５０．２９㎡、庭敷地等 

１，０１７．０９㎡、東・南…他人畑、西…他人畑、宅地、北…農道、境界…ブ

ロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号２０号、運動場５６４．００㎡、東・南…水路、西…市道、北…宅地、境

界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号２１号、住家１棟１０１．７５㎡、庭敷地等８９．４９㎡、東・西・北…

宅地、西…市道、境界…コンクリート擁壁、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、

所有権移転、売買。 

この件について、補足して説明いたします。 

本件は、一般住宅売買となっておりますが、本申請地につきましては、令和４

年１月２８日付で、５条転用許可済みであります。 

今回の申請は、宅地分譲地を受人が購入し、自己の住宅を建築するもので、本

来は、許可不要です。 

しかし、当該地は、土地区画整理事業を実施中の地域内に位置し、事業が完了

するまでは、地目変更ができず農地のままであること、所有権移転を行うには、

不動産登記令第 7 条第 1 項第 5 号ハにより、農地法の許可書の添付を求められる

ことから、便宜的に許可を行う必要があるものです。 

以上です。 
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議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、 

番号１９号は除外後第２種、それ以外は全て、第２種、第３種農地に該当する

と判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３．「農地法第５条許可申

請に関する件」２１件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題４．非農地認定に関する件 

１４ページ～１５ページ ５件 

議    長 次に、議題４「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：住家１棟、２５年経過、現況宅地。 

番号２号、調査結果：雑木自然繁茂、約６０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号３号、調査結果：５２１９：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

５２２１、５２３０：孟宗竹自然繁茂、約３０年経過、現況山林。５２４２：杉、

約４０年経過、現況山林。 

番号３号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、調査結果：雑木自然繁茂、約４０年経過、現況山林。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題４．「非農地認定に関する

件」５件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題５．農用地利用集積計画に関する件 

１６ページ～２９ページ ２１件 

議    長 次に、議題５．「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 資料の１６ページをご覧下さい。 

「議案第５号」、令和５年１１月３０日公告予定の、農用地利用集積計画集計表

について、ご説明申し上げます。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権１１件、２０筆、１８，５３２．００㎡。使用貸借権１０件、２４筆、

１６，３０３．００㎡。合計２１件、４４筆、３４，８３５．００㎡です。 

議案書の１７ページから２９ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、 

２９ページは、配分計画を含む内容です。お目通しをお願いいたします。 

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

以上で、説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題６．相続税の納税猶予に関する件 

３０ページ １件 

議    長 次に、議題６「相続税の納税猶予に関する件」を審議します。 

それでは、吉野、１５番委員お願いします。 
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１ ５ 番 委 員 ３０ページをご覧下さい。 

この証明は、農地の相続が発生したとき、申告期限の翌日から２０年間営農を

継続することにより、相続税の支払いを一定の条件のもとに猶予又は免除する、

相続税の納税猶予の申請に係るものでございます。 

今回１件の申請がありました。 

令和５年１１月１７日に６番委員、私、事務局職員１名の計３名で現地調査を

行いましたので、その結果についてご説明申し上げます。 

番号１についてですが、相続開始年月日は平成２０年２月２２日、申請人は被

相続人の子であり、今回が６回目の発行でございます。 

申請は令和５年１１月７日に提出されました。 

今回調査いたしました特例適用農地は、全て現況畑でありまして、特例適用農

地１には、ビニールハウス５棟にホウレン草、バクチー作付中でした。特例適用

農地２及び３は続き地で、ネギ、キャベツ、ハクサイ、芽キャベツ、タマネギ作

付中でした。 

従いまして、特例適用農地において、申請者が農業経営を行っていることを確

認しましたので、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の発行については

支障ないものと判断したところでございます。 

以上で説明を終ります。 

 

議    長 ただいま、調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「相続税の納税猶予に

関する件」１件につきましては、原案どおり決定することにいたします。 

 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 
１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

３１ページ～３８ページ ８件 
議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 
 

報告します。３１ページです。 

照会日：令和５年１０月１６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月３０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、３２ページです。 

照会日：令和５年１０月１６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月３０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、３３ページです。 

照会日：令和５年１０月１７日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１０月３０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 
 

報告します。３４ページです。 

照会日：令和５年１１月１３日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１１月１７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、３５ページです。 

照会日：令和５年１１月１３日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化調整

区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１１月１７日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、喜入、７番委員お願いします。 

 

７ 番 委 員 
 

報告します。３６ページです。 

照会日：令和５年１０月３１日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の

定めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１１月１０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、３７ページです。 

照会日：令和５年１０月３１日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の

定めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１１月１０日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 
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１ ０ 番 委 員 
 

報告します。３８ページです。 

照会日：令和５年１０月３１日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の

定めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和５年１１月１３日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

３９ページ～４０ページ ５件 

３．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

４１ページ～４７ページ １８件 

４．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

４８ページ～４９ページ ４件 

議 長 次に、報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項３「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

３９ページをお開き下さい。 

報告事項２「農地法第３条の３届出専決に関する報告」の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は５件です。 

登記地目別では、田６筆、２，２６０．００㎡、畑１３筆、５，３７６．９１

㎡となっております。取得した事由別数は、相続が５件。権利の種別は、所有権

が５件。農業委員会によるあっせん等は、有が１件、無が４件となっております。 

４０ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、４１ページをお開き下さい。 

報告事項３「農地法第４条・第５条届出専決に関する報告」の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、その他が１件となっております。 

第５条関係では、多い順に一般住宅が１３件、資材置場が４件、合計１７件と

なっております。 

４２ページは、４条関係１件、４３ページから４７ページは、５条関係１７件

の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、４８ページから４９ページをお開き下さい。 

報告事項４「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告」について

です。 

吉野地区で１件、吉田地区で１件、喜入地区で２件、合意解約の通知が出てお

ります。 

お目通しをお願いいたします。 
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  ５．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 
別冊資料２ １１３件 

議 長 次に、報告事項５「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項５「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料３をご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１１３筆の非農地判断を実施して頂いておりま

す。実施結果に基づきまして、関係部署及び備考欄の通知日に所有者へ通知書を

送付しております。内容につきましては、お目通しをお願いいたします。 

 

６．賃借料情報の提供について 

別冊資料３ 

議 長 次に、報告事項６「賃借料情報の提供について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 
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事 務 局 
 

次に報告事項６ 賃借料情報の提供について、報告いたします。 

別冊資料３をご覧下さい。 

１の趣旨について、この賃借料情報の提供は、平成２１年の農地法改正に伴い、

標準小作料に関する規定が削除され、これにかわるものとして、農地法第５２条

の規定に基づき、地域における農地の賃借料の目安になるものとして、実勢の賃

借料の情報を提供するものです。 

次に、２の算出方法等については、平成２１年９月に全国農業会議所が示した

手引きを参考に、賃借料情報に関するデータを収集し、賃借料水準の計算を行い

ました。 

（１）の賃借料情報データは、農地台帳より令和４年３月から令和５年１０月

までの間に、農業経営基盤強化促進法第１９条の規定により公告のあった農用地

利用集積計画、利用権設定の賃貸借データを使用しました。 

（２）の賃借料水準の計算は、区分ごとの全賃借料データの平均値の１．７倍

を超えるものと０．３倍未満の、特殊な取引に係るデータを取り除いた後のデー

タから１０アールあたりの平均額、最高額、最低額を求めました。 

次に、３の提供区分について、（１）の地目は、作付作物から、田・畑・樹園地

（茶畑）に分類し、畑のうち、松元地域については、お茶の産地としての地域性

を考慮して、一般畑と茶畑に区分しました。 

（２）の地域については、平成１６年１１月１日の合併前の鹿児島地域及び吉

田、桜島、喜入、松元、郡山の６地域に区分し、桜島地域の畑には、桜島地区と

東桜島地区を合わせて提供します。 

なお、同地域に田はないことから地域設定はありません。 

４の賃借料情報の提供方法については、（１）の提供方法として、賃借料水準を

賃借料情報として、農業委員会だよりと市ホームページに掲載するとともに、農

業委員会本・支局の窓口配布等により提供します。 

（２）の公表期間は、令和６年１２月までを予定しています。 

５の賃借料情報の公表案については、裏面のページのとおりです。お目通しを

お願いします。 

以上で、賃借料情報の提供について、報告を終わります。 

 

議    長 

 
本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１０時３５分） 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 
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事 務 局 
 
 
 

・令和５年度第９回総会（月例）開催日時は、 

１２月２７日（水）午後２時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

・令和５年度第２回合同委員会開催日時は、 

１２月２７日（水）午後３時開会 

みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 

 

・令和５年度農談会は、 

１２月２７日（水）午後５時開催 

アクアガーデンホテル福丸 

 

議    長 
 
 
 
 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１０時４０分） 

 

 


